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ペ
ッ
ト
は
愛
情
と
正
し
い
し
つ
け
が
大
切
で
す

９
月
20
日
か
ら
26
日
ま
で
「
動
物
愛
護
週
間
」

ペ
ッ
ト
は
、
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し

に
安
ら
ぎ
や
潤
い
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

し
か
し
、
飼
い
主
の
身
勝
手
か
ら
捨

て
た
り
、
処
分
に
出
し
た
り
す
る
例
な

ど
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
無
く
し
動
物
愛
護
精
神
の
普

及
・
啓
蒙
を
目
的
に「
動
物
愛
護
週
間
」

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

動
物
を
飼
っ
て
い
る
人
は
、
次
の
こ

と
に
注
意
し
て
飼
い
ま
し
ょ
う
。

〇

犬
や
猫
を
飼
う
と
き
は
、
終
生
家
族

の
一
員
と
し
て
愛
情
を
も
っ
て
飼
え

る
か
ど
う
か
、
家
族
で
十
分
話
し
合

い
を
し
て
か
ら
飼
い
ま
し
ょ
う
。

〇

病
気
に
な
っ
た
か
ら
、
ほ
か
の
種
類

に
代
え
た
い
、
懐
か
な
く
な
っ
た
な

ど
と
、
責
任
を
放
棄
し
て
尊
い
命
を

処
分
に
出
さ
な
い
。

〇

犬
は
し
つ
け
が
大
切
で
す
。
飼
い
主

は
、
専
門
家
や
専
門
書
な
ど
か
ら
正

し
い
し
つ
け
の
仕
方
を
身
に
付
け
ま

し
ょ
う
。

〇

繁
殖
を
希
望
し
な
い
と
き
は
、
不

妊
・
去
勢
手
術
を
お
勧
め
し
ま
す
。

ま
た
、
産
ま
れ
た
ば
か
り
で
飼
う
こ

と
の
で
き
な
い
子
犬
や
子
猫
は
県
動

物
愛
護
セ
ン
タ
ー（
1
93
‐
５
７
１

１
）で
引
き
取
っ
て
も
ら
う
方
法
も
あ

り
ま
す
。

〇

犬
の
鳴
き
声
や
フ
ン
の
始
末
、
公
園

な
ど
で
の
散
歩
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が

多
い
の
で
、
十
分
な
注
意
と
配
慮
を

し
ま
し
ょ
う
。

〇

動
物
に
対
す
る
世
話
や
手
入
れ
、
バ

ラ
ン
ス
の
よ
い
え
さ
、
快
適
な
環

境
・
設
備
な
ど
に
つ
い
て
も
毎
日
注

意
を
払
い
ま
し
ょ
う
。

年
度
の
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
番
号

を
書
い
て（
社
）千
葉
県
獣
医
師
会（
〒

２
６
０
‐
０
０
２
１
　
千
葉
市
中
央

区
新
宿
２
‐
９
‐
７
結
城
野
ビ
ル
１

階
）へ
。

●
申
込
期
間
＝
９
月
20
日（
祝
）〜
26
日

（
日
）（
消
印
有
効
）

を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
世
帯
主
の
名
義
を
変
更
し
た

場
合
も
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
定
期
収
集
に
ご
協
力
を
！

新
規
に
く
み
取
り
を
依
頼
し
た
後
は
、

定
期
収
集
を
お
勧
め
し
ま
す
。
月
に
１

回
な
い
し
２
回
の
く
み
取
り
が
必
要
な

と
き
に
は
、
担
当
業
者
に
定
期
収
集
を

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

●
料
金
は
口
座
振
替
で
！

お
支
払
い
は
便
利
な
口
座
振
替
の
ご

利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。
納
入
通
知
書

と
預
金
通
帳
・
届
け
出
印
を
持
っ
て
市

内
各
金
融
機
関（
郵
便
局
は
除
く
）へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課
（
1
20
‐

１
５
３
１
）
へ
。

ペットは家族の一員です

※
動
物
の
し
つ
け
な
ど
正
し
い
飼
い
方

の
相
談
に
つ
い
て
は（
財
）
千
葉
県
動

物
保
護
管
理
協
会（
1
０
４
３
‐
２

２
１
‐
２
３
６
４
）へ
。

応
募
の
中
か
ら
抽
選
で

手
術
費
の
一
部
を
助
成

犬
・
猫
の
不
妊
・
去
勢
手
術

（
社
）千
葉
県
獣
医
師
会
で
は
、
犬
や

猫
の
不
妊
・
去
勢
手
術
を
希
望
す
る
飼

い
主
に
手
術
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま

す
。
こ
れ
は「
動
物
愛
護
週
間
」に
ち
な

み
、
こ
の
期
間
に
助
成
の
申
し
込
み
を

し
た
飼
い
主
に
対
し
て
、
抽
選
の
う
え

事
業
予
算
内
で
助
成
す
る
も
の
で
す
。

●
助
成
額
＝
１
頭
あ
た
り
５，
０
０
０
円

●
申
し
込
み
方
法
＝
往
復
ハ
ガ
キ
に
住

所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
犬
・
猫
お

よ
び
雄
・
雌
の
別
、
名
前
、
年
齢
、

毛
色
、
希
望
す
る
動
物
病
院
名（
千
葉

県
獣
医
師
会
に
加
入
し
て
い
る
動
物

病
院
に
限
る
）、
犬
の
場
合
は
平
成
16

※
く
わ
し
く
は（
社
）
千
葉
県
獣
医
師

会
（
1
０
４
３
‐
２
４
２
‐
１
０
４

７
）へ
。

住
所
が
変
わ
っ
た
ら

必
ず
連
絡
を

し
尿
の
く
み
取
り

引
っ
越
し
な
ど
で
く
み
取
り
が
必
要

に
な
っ
た
と
き
や
不
要
に
な
っ
た
と
き
、

あ
る
い
は
市
内
で
住
所
が
変
わ
っ
た
と

き
な
ど
は
、
必
ず
環
境
衛
生
課
に
連
絡

世界の「水」から
環境問題を考えよう
日時＝9月8日（水）午後1時30分～
3時30分
会場＝市役所6階大会議室
テーマ＝「発展途上国の水環境の
現状～地球の未来への思い～」
講師＝立本

たつもと

英機
ひ で き

さん（千葉大学教
授）
※参加費は無料です。参加を希望
する人は当日、直接会場へお越
しください。くわしくは生涯学
習課（120-1583）へ。

生涯学習講演会

皆さんの参加をお待ちしています
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代
理
人
は
委
任
状
が

必
要
で
す

住
民
票
・
戸
籍
謄
本
・
抄
本
な
ど
の
請
求

伸
び
す
ぎ
た
枝
は

せ
ん
定
を 樹

木
の
管
理

※
公
聴
会
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
都
市

計
画
課
（
1
20
‐
１
５
６
０
）
ま
た

は
県
都
市
計
画
課（
1
０
４
３
‐
２

２
３
‐
３
３
７
５
）へ
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
1
20
‐
１
５

２
５
）へ
。

公
津
西
土
地
区
画
整
理
事
業
は
、
平

成
13
年
３
月
の
第
４
回
定
期
線
引
き
見

直
し
時
に
、
市
街
化
区
域
に
編
入
を
行

い
、
現
在
、
造
成
工
事
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

今
回
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
土
地

利
用
に
合
わ
せ
た
用
途
地
域
の
変
更
な

ど
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を

聴
き
な
が
ら
、
都
市
計
画
案
を
策
定
し

て
い
く
た
め
、
次
の
と
お
り
素
案
を
縦

覧
す
る
と
共
に
、
公
聴
会
を
開
催
し
ま

す
。
ま
た
、
地
区
計
画
の
原
案
に
つ
い

て
も
併
せ
て
縦
覧
し
ま
す
。

用
途
地
域
、
高
度
地
区
の
変
更

【
素
案
の
縦
覧
】

●
期
間
＝
９
月
３
日（
金
）〜
17
日（
金
）

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

●
時
間
＝
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

●
場
所
＝
都
市
計
画
課（
市
役
所
５
階
）、

県
都
市
計
画
課（
県
庁
７
階
・
県
決
定

案
件
の
み
）

●
内
容
＝
①
用
途
地
域
の
変
更（
県
決

定
）、
②
高
度
地
区
の
変
更（
市
決
定
）

【
公
聴
会
の
開
催
】

●
日
時
＝
10
月
11
日（
祝
）
午
前
10
時
か

ら
●
会
場
＝
市
役
所
６
階
大
会
議
室

●
公
述
人
の
資
格
＝
成
田
市
に
住
所
が

あ
る
人（
法
人
を
含
む
）

●
公
述
の
申
し
出
の
方
法
＝
公
述
申
出

書
に
住
所
、
氏
名
、
年
齢
な
ど
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
述
べ
よ
う
と
す

る
意
見
の
要
旨
を
添
え
て
、
都
市
計

画
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
公
述

申
出
書
の
様
式
は
、
同
課
に
あ
り
ま

す
。

●
公
述
申
出
書
の
提
出
期
間
＝
９
月
３

日（
金
）〜
17
日（
金
）（
郵
送
の
場
合
は

提
出
期
間
の
最
終
日
の
消
印
有
効
）

な
お
、
公
述
人
が
い
な
い
場
合
は
、

公
聴
会
を
行
い
ま
せ
ん
。

夏
は
過
ぎ
て
も
木
々
の
樹
勢
は
衰
え

ず
、
敷
地
か
ら
道
路
上
へ
伸
び
た
樹
木

の
枝
が
、
車
道
や
歩
道
を
覆
っ
て
い
る

光
景
を
よ
く
見
掛
け
ま
す
。

車
道
や
歩
道
に
伸
び
た
枝
は
、
車
の

運
転
や
自
転
車
、
歩
行
者
の
通
行
の
妨

げ
と
な
り
、
思
わ
ぬ
事
故
を
引
き
起
こ

す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

伸
び
す
ぎ
た
枝
は
せ
ん
定
す
る
な
ど
、

所
有
者
は
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま

す
。な

お
、
せ
ん
定
し
た
枝
は
、
ご
み
収

集
袋（
燃
や
せ
る
ご
み
）に
入
れ
集
積
所

へ
出
し
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
道
路
維
持
課（
1
20
‐

１
５
５
１
）ま
た
は
ク
リ
ー
ン
推
進

課（
1
20
‐
１
５
３
０
）へ
。

代
理
人（
会
社
の
同
僚
や
隣
人
な
ど
）

が
住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
謄
本
・
抄
本

な
ど
を
請
求
す
る
と
き
は
、
本
人
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
た
め
制
約
が

あ
り
ま
す
。
本
人
が
署
名
・
押
印
し
た

委
任
状
を
お
持
ち
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
住
民
票
の
写
し
を
請
求
す
る

と
き
は
、
同
じ
家
に
住
ん
で
い
る
家
族

で
も
、
世
帯
が
別
の
場
合
は
委
任
状
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

２
カ
月
ご
と
に

検
針
員
が
伺
い
ま
す

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
は
、
検
針
員

が
２
カ
月
ご
と
に
伺
い
、「
使
用
水
量
等
」

を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
は
、
使
用
水

量
を
確
認
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

使
用
量
か
ら
漏
水
の
発
見
に
も
役
立
っ

て
い
ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
次
の
こ
と
に
注

意
し
て
、
適
切
な
管
理
を
し
て
く
だ
さ

い
。

①
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
車
や
物

を
置
か
な
い

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
業
務
課（
1
22

‐
０
２
６
９
）へ
。

造成が進む公津西土地区画整理事業地

地
区
計
画
の
決
定

【
原
案
の
縦
覧
】

●
期
間
＝
９
月
３
日（
金
）〜
17
日（
金
）

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

●
時
間
＝
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

●
場
所
＝
都
市
計
画
課（
市
役
所
５
階
）

●
内
容
＝
①
地
区
計
画
の
決
定（
市
決

定
）

※
利
害
関
係
者
で
、
こ
の
原
案
に
つ
い

て
意
見
の
あ
る
人
は
、
市
長
に
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

く
わ
し
く
は
都
市
計
画
課（
1
20
‐

１
５
６
０
）
へ
。
な
お
、
地
区
計
画

の
決
定
に
つ
い
て
は
、
公
聴
会
は
あ

り
ま
せ
ん
。

②
犬
は
放
し
飼
い
に
せ
ず
に
、
出
入
り

口
や
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
離
れ

た
場
所
に
つ
な
ぐ

③
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
中
は
、
い
つ

も
き
れ
い
に
す
る

な
お
、
家
の
増
改
築
に
よ
り
、
メ
ー

タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
が
屋
内
や
床
下
に
な
る

場
合
は
、
移
動
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
水
道
部
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

素
案
の
縦
覧
と
公
聴
会
を

開
催
し
ま
す

公
津
西
土
地
区
画
整
理
事
業
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※
く
わ
し
く
は
消
防
本
部
警
防
課（
1

20
‐
１
５
９
２
）へ
。

９
月
９
日
は
救
急
の
日
で
す
。

も
し
、
そ
ば
に
い
る
人
が
急
に
倒
れ

た
ら
ど
う
し
ま
す
か
？
そ
ん
な
と
き
、

救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
の
あ
な
た
の

勇
気
・
技
術
が
消
え
ゆ
く
命
を
救
う
の

で
す
。

皆
さ
ん
も
こ
の
機
会
に
心
肺
蘇そ

生

法
・
応
急
手
当
て
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん

か
。

●
日
時
＝
９
月
11
日（
土
）
午
前
10
時
〜

午
後
４
時

●
会
場
＝
ボ
ン
ベ
ル
タ
百
貨
店
く
ら
し

館
前

●
内
容
＝
救
急
車
両
・
資
機
材
展
示
コ

※
申
し
込
み
な
ど
く
わ
し
く
は
消
防
本

部
警
防
課
（
1
20
‐
１
５
９
２
）へ
。

ー
ナ
ー
、
血
圧
測
定
コ
ー
ナ
ー
、
心

肺
蘇
生
法
コ
ー
ナ
ー
、
１
１
９
番
通

報
コ
ー
ナ
ー
、
救
急
啓
発
用
品
・
風

船
の
配
布
、
県
赤
十
字
セ
ン
タ
ー
に

よ
る
献
血
コ
ー
ナ
ー（
献
血
手
帳
を
も

っ
て
い
る
人
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
）

※
平
成
17
年
度
に
使
用
す
る
中
学
校
用

教
科
書
は
、
法
律
に
よ
り
平
成
16
年

度
と
同
じ
教
科
書
を
使
用
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
学
校
用

教
科
書
や
１
０
７
条
図
書
に
つ
い
て

く
わ
し
く
は
学
務
課（
1
20
‐
１
５

８
１
）へ
。

応
急
手
当
の

基
礎
知
識
を
学
ぼ
う

普
通
救
命
講
習
会

市
消
防
本
部
で
は
普
通
救
命
講
習
会

を
開
催
し
ま
す
。

こ
の
講
習
会
で
は
、
あ
な
た
の
周
囲

で
突
然
け
が
や
病
気
で
人
が
倒
れ
た
と

き
に
必
要
な
、
応
急
手
当
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
す
。
受
講
し
た
人
に
は
、
応

急
手
当
の
修
了
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

救
命
技
術
を
維
持
さ
せ
る
た
め
に
２

年
ご
と
に
再
講
習
を
受
け
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

●
日
時
＝
９
月
19
日（
日
）
午
前
９
時
〜

正
午

●
会
場
＝
市
役
所
地
下
１
階
Ｂ
１
０
１

会
議
室

●
内
容
＝
心
肺
蘇
生
法
・
応
急
手
当
の

必
要
性
・
救
急
手
当
の
仕
方
・
救
急

車
の
利
用
方
法
な
ど

●
定
員
＝
30
人（
先
着
順
）

●
参
加
費
＝
無
料

平
成
17
年
度
に
市
立
小
・
中
学
校
で

使
用
す
る
小
学
校
用
教
科
書
と
１
０
７

条
図
書
が
決
ま
り
ま
し
た
。

１
０
７
条
図
書
と
は
、
学
校
教
育
法

第
１
０
７
条
の
規
定
に
よ
り
、
特
殊
学

級
で
教
科
書
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
絵
本
な
ど
の
一
般
図
書
の
こ
と

で
す
。
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
さ

ま
ざ
ま
な
障
害
の
状
況
に
応
じ
て
、
適

切
な
教
科
書
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
県
教
育
委
員
会
の
候
補
図

書
の
中
か
ら
、
合
計
88
冊
の
一
般
図
書

が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

救
急
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
２
０
０
４

を
開
催
し
ま
す

９
月
９
日
は
『
救
急
の
日
』

小学校用教科書
種目 発行者
国語 教育出版
書写 教育出版
社会 東京書籍
地図帳 帝国書院
算数 啓林館
理科 大日本図書
生活 大日本図書
音楽 教育出版
図工 開隆堂
家庭 開隆堂
保健 大日本図書

小
学
校
用
教
科
書
と

１
０
７
条
図
書
が
採
択

平
成
17
年
度
使
用
教
科
書

正しい人工呼吸を学ぼう

「NHK邦楽一座がやってきた」
FM公開録音

日時＝9月29日（水）午後2時～4時（開場は午後1時30分）
会場＝国際文化会館
主催＝成田市、成田市教育委員会、NHK千葉放送局
出演＝若山胤雄

た ね お

さん（長唄囃子・笛演奏家）、野坂惠子さん（筝演
奏家）、久住・豊住中学校の皆さんほか
司会＝山田邦子さん
テーマ＝みんなで和楽器を鳴らしてみよう！
観覧申し込み＝観覧には入場整理券が必要です。氏名・郵便番
号・住所・電話番号・人数を電話またはFAXで企画課（120-
1500・FAX24-1006）へ。折り返し入場整理券（1枚につき1人が
入場可能）を送付します。番組収録のため、未就学児の同伴・
入場はできません。なお先着順で定員になり次第締め切ります。
放送予定＝NHK-FMで全国放送（放送日未定）
問い合わせ
NHK千葉放送局（1043-227-7311）または市企画課（120-1500）へ。

悪
質
な
セ
ー
ル
ス
に

ご
注
意
を

給
水
管
の
洗
浄
や
浄
水
器
の
販
売

最
近
、
水
道
部
か
ら
依
頼
さ
れ
た
な

ど
と
偽
っ
て
電
話
や
訪
問
を
し
、
給
水

管
の
洗
浄
作
業
や
浄
水
器
の
販
売
を
行

う
、
悪
質
な
業
者
が
み
ら
れ
ま
す
。

水
道
部
で
は
依
頼
が
な
い
限
り
訪
問

し
ま
せ
ん
。
浄
水
器
の
販
売
な
ど
も
行

っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
市
水
道
部
業
務
課（
1

22
‐
０
２
６
９
）へ
。

成田市制施行50周年記念事業・NHKコミュニティイベント
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相　談　名 期　日 時　間 場　所 問い合わせ先

市民（行政）相談 月～金曜日 08：30～17：00 市役所2階相談室 市民相談室120-1507

市民生活相談（家事・民事） 月・木曜日・24日（金）09：00～16：00 〃 〃

法律相談（予約制）
水曜日 13：00～16：00 〃 〃（裁判所で係争中の事件は除く）

もめごと・なやみごと・苦情相談
28日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 〃（人権・行政相談）

不動産相談 21日（火） 10：00～12：00 〃 〃

税務相談 21日（火） 10：00～15：00 市役所2階相談室 〃

外国人相談
9日（木）・24日（金） 13：00～16：00 市役所2階201会議室 〃（英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語）

市民よろず相談 18日（土） 13：00～16：00 ユアエルム
県行政書士会印旛支部

0 作田義美さん123-3286

女性就業（内職）相談
水・金曜日 10：00～16：00 市役所2階女性就業相談室 商工観光課122-1111 内線2724（来所前に要電話）

高齢者職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所2階高齢者職業相談室 商工観光課122-1111 内線2725

住宅相談（予約制）
9日（木） 10：00～12：00 成田商工会議所会議室

成田商工会議所122-2101
（新築・増改築に関する相談） 6日（月）までに申し込みを

パートタイマー職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 パートサテライト（商工会館１階） パートサテライト122-8281

消費生活相談 月～金曜日 10：00～16：00 消費生活センター（市役所2階） 消費生活センター123-1161

年金相談 水曜日 10：00～15：00 市役所1階相談室 保険年金課120-1526

交通事故相談 7日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 交通防犯課120-1527

心配ごと相談 木曜日 10：00～15：00 保健福祉館会議室 社会福祉協議会127-7755

酒害相談 2日（木）・16日（木）09：00～12：00 〃 〃

家庭児童相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所1階家庭児童相談室 児童家庭課120-1538

戦没者遺族相談 27日（月） 10：00～15：00 市役所1階相談室 社会福祉課120-1536

健康体力相談 7日（火） 09：00～12：00 市体育館 市体育館126-7251

就学相談（予約制） 月・火・木曜日 09：00～17：00 市役所5階会議室 教育指導課120-1582

教育相談（予約制） 火曜日 09：00～16：00 教育センター（市立図書館2階） 教育センター120-6336

教育相談（不登校相談も） 月～金曜日 10：00～17：00 教育相談室 教育相談室128-3234
（ニュータウンセンタービル6階）

テレビコマーシャルでよく見る
大手サラ金業者からハガキが来

ました。「連絡をください」とあります
が不思議で仕方ありません。また、「昔
借りたサラ金業者からの借金が残って
いる」と債権回収業者から督促状が届
きました。完済していると思いますが
心配です。

大手サラ金業者の名前をかたっ
て貸付するヤミ金業者が横行し

ています。ハガキが送られてきた業者
が登録業者かどうかホームページで調
べましょう（電話番号を入力して検索
ができます）。アドレスはht t p : / /
ciearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php

Q

※インターネットをご利用できな
い人は、直接消費生活センター
へご相談ください。くわしくは
同センター（123-1161）へ。

また、過去の借り入れ情報を手に入
れた業者から「未払い金がある、債権
回収を依頼された」と通知を受けるト
ラブルも発生しています。債権回収は
法務大臣の許可を受けた業者のみに許
されている行為です。登録業者かどう
かホームページに一覧表がありますの
で確認しましょう。
アドレスは http://www.moj.go.jp
/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
登録業者であっても過去の借入金が時
効にかかっている場合もありますので
慎重に対処しましょう。
ただし、『裁判所からの支払督促』を
受け取った場合は、内容を確認し納得
出来ないときは2週間以内に同封の督促

意義申立書で申し出ないと内容が確定
してしまいますので注意してください。
金融業者から頻繁にダイレクトメー
ルが届く場合は、多重債務（借金で借
金を返す状況）かもしれません。一人
で悩まず出来るだけ早く多重債務専門
相談を受けましょう。

A


